




はじ
 めに



1.



2.



3.



4.















5.





子どもが、戦争などによる飢えや貧困、
虐待やいじめなどで苦しむことなく、幸
せに過ごすことができるよう、1989 年
11 月、国際連合で全会一致により採択さ
れ、日本は 1994 年に批准。現在、締約国・
地域の数は 196（2015 年 10 月時点）に
のぼる。
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